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平成２６年８月１１日 

 

 亀岡市議会議長 

  明 田   昭 様 

 

 

               亀岡市長  栗 山 正  

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、下記について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により、これを報告し承認を求めます。 

 

 

記 

 

 報告第１号 損害賠償額の決定について 



 報告第１号 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づき、損害賠償の額を次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

   平成２６年８月１８日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  



 専決第７号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 損害賠償額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

   平成２６年８月５日 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  



損害賠償額の決定について 

 

 

 市は、道路管理の瑕疵による事故の損害賠償の額を下記のとおり

決定する。 

 

   平成２６年８月５日専決 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

記 

 

１ 損害賠償の額     ５４２，２２７円 

 

２ 損害賠償の相手方   亀岡市在住 ５４歳男性 

 

３ 事故の概要 

 平成２６年２月２３日午後０時３０分頃、相手方所有の大型自

動二輪車が市道中矢田篠線を走行中、市道つつじケ丘４１号線へ

右折する際、路面にまかれていた凍結防止剤によって転倒し、左

肩を負傷し、大型自動二輪車も破損した。 



損害賠償額の決定について 

 

 

１ 損害賠償の額     ５４２，２２７円 

 

２ 損害賠償の相手方   亀岡市在住 ５４歳男性 

 

３ 事故の概要 

 平成２６年２月２３日午後０時３０分頃、相手方所有の大型自

動二輪車が市道中矢田篠線を走行中、市道つつじケ丘４１号線へ

右折する際、路面にまかれていた凍結防止剤によって転倒し、左

肩を負傷し、大型自動二輪車も破損した。 

 


